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㈱中三の民事再生手続開始に伴い、同社の商品券（全国百貨店共通商品券、商品券、ショッピングボンド）につ
いて、還付申し出の受け付けを開始します。詳細はお問い合わせください。■申出期限　８月８日㈪（郵送の場
合は当日消印有効）問東北財務局青森財務事務所理財課☎ 017  -722-1463　※申出書は市役所生活環境課に備え
付けています。また、東北財務局ホームページ（http://tohoku.mof.go.jp/）からダウンロードできます。
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不用となったテレビは正しく廃棄しましょう
　テレビ放送の地上デジタル化によりテレビを買い
替えるかたが増えていますが、不用となったテレビ
は、家電リサイクル法に基づき次のとおり適正に処
分する必要があります。
　ごみ収集場所などに出すと、不法投棄になります
のでご注意ください。
■処分方法
▶買い替えの場合は、買い替える店に引き取りを依
　頼する。
▶処分のみの場合は、購入した店に引き取りを依頼
　する。
▶購入した店が分からない場合は、引き取りを行っ
　ている家電量販店に依頼する。

■不法投棄は犯罪です
　不法投棄には懲役５
年以下若しくは 1,000 万
円以下の罰金、またはそ
の両方が科せられます。

　一人一人がごみの正しい廃棄・資源化に心がけ、
きれいなまちづくりを進めましょう。

進めよう!ごみの減量化・資源化「紙マーク」は
分ければ資源です
　家庭から排出される「燃えるごみ」の中には、
資源となるごみが多く含まれています。中でも多
いのが資源ごみの「紙製容器包装」です。「紙製容
器包装」とは、お菓子の空き箱やティッシュの空
き箱、紙製の包装紙などです。これらのものは、「燃
えるごみ」としてではなく、「資源
ごみ」として出してください。
　「紙製容器包装」には「紙
マーク」が表示されています。

「紙製容器包装」
に表示されている
紙マーク

ティッシュ箱 紙製の袋 菓子箱 包装紙

「紙製容器包装」の対象となる物：例

　　　　　 市営宇樽部キャンプ場 市馬事公苑 市営共同牧野施設

指定期間 平成24年度～平成28年度の５年間 平成24年度～平成26年度の
３年間

募集要項配布期間 ７月19日㈫～29日㈮　（土・日曜日を除く）

募集要項配布場所 観光推進課 畜産農地課

申込期間 ８月15日㈪～30日㈫ ８月22日㈪～９月２日㈮

説明会

とき　７月 27 日㈬　
　　　午後２時
ところ　奥入瀬渓流館
※参加の場合、７月26日
　㈫午後５時までに申し
　込みしてください。

とき　７月28日㈭
　　　午後２時
ところ　馬事公苑称徳館
※参加の場合、７月 27 日
　㈬午後５時までに申し
　込みしてください。

とき　７月 28 日㈭
　　　午前 10 時
ところ　市役所第４会議室
　　　　（新館４階）
※参加の場合、７月 27 日
　㈬午後５時までに申し込
　みしてください。

申し込み先 観光推進課☎51 6771 畜産農地課☎51 6745

募　

集

指定管理者募集指定管理者募集

不法投棄された廃棄物不法投棄された廃棄物
の回収には、多額の費の回収には、多額の費
用と労力が必要です用と労力が必要です


